
平
成
十
八
年
政
令
第
百
七
十
五
号

会
社
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関

す
る
法
律
第
二
百
三
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特

例
旧
特
定
目
的
会
社
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
会
社
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
七
号
）
第
二

百
三
十
条
第
九
項
第
三
号
及
び
第
十
三
項
並
び
に
第
二
百

三
十
三
条
第
四
十
項
第
一
号
ロ
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の

政
令
を
制
定
す
る
。

（
政
令
で
定
め
る
使
用
人
）

第
一
条
　
会
社
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に

関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
百
三
十

条
第
八
項
第
三
号
及
び
第
二
百
三
十
三
条
第
三
十
九
項

第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
使
用
人
は
、
法

第
二
百
三
十
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
二
項
の

登
録
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
特
例
旧
特
定
目
的

会
社
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
例
旧
特
定
目
的
会

社
を
い
う
。
）
の
使
用
人
で
あ
っ
て
、
同
条
第
八
項
第

二
号
の
事
業
所
の
業
務
を
統
括
す
る
者
そ
の
他
こ
れ
に

準
ず
る
者
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
資
産
流
動
化
計
画
の
計
画
期
間
）

第
二
条
　
法
第
二
百
三
十
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
政
令

で
定
め
る
特
定
資
産
の
区
分
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

区
分
と
し
、
同
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
期
間

は
、
当
該
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
と
す

る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
特
定
資
産
　
二
十
年

イ
　
法
第
二
百
三
十
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
指

名
金
銭
債
権
（
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
不
動
産
の

取
得
に
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
に
係
る
金
銭
債
権

を
除
く
。
）

ロ
　
イ
に
掲
げ
る
も
の
を
信
託
す
る
信
託
の
受
益
権

二
　
前
号
に
掲
げ
る
特
定
資
産
以
外
の
特
定
資
産
　
五

十
年附

　
則

こ
の
政
令
は
、
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十

六
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
八
年
五
月
一
日
）
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
七
月
一
三
日
政
令
第
二

〇
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
信
託
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
一
月
一
六
日
政
令
第

三
三
九
号
）

こ
の
政
令
は
、
資
本
市
場
及
び
金
融
業
の
基
盤
強
化

の
た
め
の
金
融
商
品
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日

（
平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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